
船舶事故調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１１月１７日 １１時２０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市壱岐島西北西方沖 

 手長
て な が

島灯台から真方位２９６°１１.２海里付近 

 （概位 北緯３３°５４.９′ 東経１２９°２７.５′） 

事故の概要  プレジャーボート金星
きんせい

は、漂泊中、また、プレジャーボート龍
りゅう

星
せい

丸は、東南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１１月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 金星、４.０トン 

   ２９０－６５２３９福岡、株式会社エコプラ 

Ｂ プレジャーボート 龍星丸、２.６トン 

   ２９０－６２３３６福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部上端に破口 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、船首を北東方

に向けて機関を中立運転とし、漂泊中、右舷側で釣りをしていた船長

Ａが、左舷側にいた知人が叫んでいるのを聞いてその方向を見たとこ

ろ、約１０～２０ｍに接近するＢ船を視認したが、どうすることもで

きずに、Ａ船の左舷船首部にＢ船右舷船首部が衝突した。 

 船長Ａは、衝突の約２０分前に漂泊を始めた際、左舷方及び右舷方

に漁船がそれぞれ１隻操業していたが、２隻とも移動して見えなくな

ったので、周囲に他船はいないと思い、釣りに意識を集中していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、釣り場を移動しようと自動操舵により約７ノットの

対地速力で東南東進中、船長Ｂが、操舵室の後方にいた同乗者Ｂが見

張りをしていると思い、釣り場を探しながらＧＰＳプロッターを見て

いたところ、Ａ船に衝突した。 

分析  Ａ船は、漂泊中、船長Ａが、周囲に他船がいないと思い、釣りに意

識を集中して漂泊を続けたことから、接近するＢ船に気付くのが遅

れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 



 Ｂ船は、東南東進中、船長Ｂが、同乗者Ｂが見張りを行っていると

思い、ＧＰＳプロッターを見ながら航行を続けたことから、Ａ船に接

近していることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が東南東進中、船長Ａが、周囲に他

船がいないと思い、釣りに意識を集中して漂泊を続けたため、接近す

るＢ船に気付くのが遅れ、また、船長Ｂが、同乗者Ｂが見張りを行っ

ていると思い、ＧＰＳプロッターを見ながら航行を続けたため、Ａ船

に接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、同乗者が見張りを行っているなどと思わずに、常時、周

囲の適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、漂泊中においても、常時、周囲の適切な見張りを行うこ

と。 

 


